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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年6月26日付けをもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価格」及び「発行価額の

総額」が平成27年8月25日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

(２) 発行数

(訂正前)

1,220個とする。

上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少

したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(訂正後)

1,220個

 

(３) 発行価格

(訂正前)

各新株予約権の払込金額（発行価格）は、割当日においてブラック・ショールズモデルに基づき算出した1株当

たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額とする。また、子銀行は、それぞ

れ対象者である取締役に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を支給する債務を負担し、当社が子銀

行から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基

づき、金銭の払込に代えて、対象者である子銀行の取締役が当社に対して有する上記金銭報酬債権をもって相殺す

るものとする。

(訂正後)

新株予約権1個当たり137,700円（1株当たり1,377円）

また、子銀行は、それぞれ対象者である取締役に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を支給する

債務を負担し、当社が子銀行から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、払込金額については、会社

法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、対象者である子銀行の取締役が当社に対して有する上記金

銭報酬債権をもって相殺するものとする。

　

(４) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

167,994,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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